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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、遠藤健司企画調整課長が欠席のため、

谷澤秀一企画調整課補佐が出席しておりますの

で、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位６番、議席番号13番、髙橋

孝夫議員。 

  （13番髙橋孝夫議員登壇） 

○１３番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上を願いながら一般質問

を行います。通告しております２点について質

問申し上げますので、明快な答弁をいただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、長井市の保育事業の展開につ

いてです。 

 第１点目は、児童センターに延長保育を導入

することについて伺います。 

 ９月定例会に議案第67号 長井市児童センタ

ー設置条例の一部改正案が提案をされています。

来年４月から市内のすべての児童センターで、

朝は１時間、夕方は２時間延長保育を導入し、

その際の１時間当たりの使用料を月額500円と

するものです。子育て支援の推進を図るための

改正ということですが、認可保育園などとは違

い、児童センターでの延長保育は幾つか整理し

なければならない課題や問題があるのではない

かと私は感じています。同時に、私の理解では、

保育計画で指定管理者制度導入にあわせて２歳

児保育や延長保育を導入するものと考えていま

したので、指定管理者制度導入の有無にかかわ

らず長井市児童センターとして保育時間を統一

するという提案は唐突に感じます。具体的な質

問に入る前に、このたびの提案に至った経過な

どについて、子育て支援課長からお聞かせをい

ただきたいと思います。その上で、以下お伺い

をいたします。 

 １つは、児童センターごとに運行している園

児バスについてです。延長保育を実施する場合、

当然にして現在運行している園児バスを利用す

るのではなく、父母などによる送り迎えという

ことになります。延長保育の希望が多くなれば

なるほど、現状のままの園児バスを利用しない

園児がふえることになると考えられます。先月

に実施したアンケート調査によりますと、「延

長保育の利用者がふえバスの利用の負担がふえ

る可能性がありますが、その場合バスを利用し

ますか」という設問に対して、62％が「多少の

負担ならバスを利用するが、負担額が大きけれ

ばバスを利用しないで家族が送迎する」と答え

ています。こういった状況を踏まえ、どのよう

に対処しようと考えておられるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 「春から３回ほど父母の会と話し合いを重ね
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ているが、市の考え方と各父母の会の考え方に

は大きな開きがある」という説明でしたが、そ

の後どのように進んでいるかも含めてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 ２つは、現在児童センターで実施している学

童保育と混在することにならないかということ

についてです。特に児童センターを使って学童

クラブを実施しているところは、延長保育と混

在する時間帯が出てくるのではないかと考えら

れます。平成22年度の主な施策の成果報告書に

よりますと、学童クラブは年々利用者が増加し、

手狭になっている施設も見受けられるため、今

後対策が必要であると触れています。私は、学

童クラブについては当該の小学校で教育委員会

主導で展開すべきと申し上げてまいりました。

児童センターで延長保育を行うということであ

れば、同じ施設で学童クラブも同時に展開する

ことは不可能と考えます。この際、学童クラブ

の運営のあり方について抜本的に見直しを行い、

整理する必要があると思いますが、いかがです

か。この間の検討内容についてあわせてお聞か

せをいただきたいと思います。 

 ３つは、延長保育を導入するに当たっての職

員数と勤務体制がどうなのかについてです。資

料によれば、現状の職員に加えて、新たに朝１

時間、夕方２時間の保育補助員１名を当てる予

定ということですが、今後、調整、変更になる

場合があるとされています。現時点でどこまで

検討が深まっているのか、総務や財政など関連

する部門との調整などはどこまで進んでいるの

か、お聞かせをいただきたいと思います。 

 ４つは、申し上げている３点について、昨年

度から実施している致芳児童センターではどの

ように展開をされてきているのか、実際の延長

保育利用園児数と父母の会の声や今後の改善点

なども含めお聞かせをいただきたいと思います。 

 ５つは、現在の児童センターの開館時間の考

え方についてです。長井市児童センター設置条

例施行規則第６条では、児童センターの開館時

間は、月曜日から金曜日までは午前８時30分か

ら午後５時まで、土曜日は午前８時30分から正

午までと規定されていることはご案内のとおり

です。児童センターは保育園とは違い、児童厚

生施設ということで、保育時間ではなく施設の

開館時間ということにしていると思われます。

現在の児童センターの運営は、おおよそ午後３

時30分ごろから帰宅準備に入り、園児バスで帰

宅をするということになっており、午後５時に

は園児はすべて帰宅をしていると思います。 

 私は、この開館時間については、園児が児童

センターで暮らすことができる時間帯と規定し

てみてはどうかと考えます。現在の午後３時30

分からお帰りとするのではなく、保育園のよう

に午後４時半まではそれぞれのクラスごとに保

育を行う時間とし、それ以降に園児バスでの帰

宅という形態に変えることはできないかと考え

ます。その際、一つは、職員の勤務体制の変更

が必要になると思いますし、同時に園児バスの

運行時間帯での変更が必要になりますが、父母

の会などと話し合いを重ねればできるのではな

いかと考えますが、いかがでしょうか。私は、

朝の園児バスの運行形態も含めて再検討するこ

とで、夕方の延長保育まで踏み込まなくともほ

とんどの父母の要望にこたえることができるし、

園児バスの利用者減少にもつながらない方法と

考えますが、いかがでしょうか。 

 今回提案されている内容とは異なりますが、

この考え方のほうが現実的ではないでしょうか。

私は、アンケート調査で「延長保育ではなく今

のままでよい」という回答が45％あること、

「延長保育は制度としては必要だと思うが、利

用しない」という回答が63％を占めている結果

も冷静に分析をした上での判断が求められると

感じます。子育て支援課長からは児童センター

における開館時間と保育時間の考え方について

整理をしていただき、市長には申し上げました
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考え方についての見解を伺いたいと思います。 

 ６つは、今後の児童センターをめぐる考え方

について市長に伺います。 

 資料としていただきましたアンケート調査集

計表を見ますと、「給食を利用したい」という

回答が54％、児童センターに入園しない理由で

は「給食がないから」とする回答が52％を占め

ています。給食実施の要望が高いことが明確で

あり、いかにして給食を実施することができる

かについての検討を具体的に進めていくことこ

そ求められていると私は考えます。 

 そこで、まず子育て支援課長に伺います。現

在の児童センターという形態のままに給食を実

施することと保育園として給食を実施する場合

の国や県の支援等はどう違うのか、まずお聞か

せをいただきたいと思います。 

 市長に伺います。私は、以前にも申し上げま

したが、児童センターとその地域の小学校とを

セットにした形の自校での学校給食方式での導

入で小学生にも児童センターの園児にも給食を

提供できるシステムの検討こそ大切と考えてい

ます。現在の学校給食共同調理場の給食実施と

いう形態から、長井小学校と南北中学校を除い

た各小学校にその地域の児童センターの分も含

めた給食施設を整備し、児童生徒と園児の給食

を実施をするというシステムを導入することが

これからは必要と私は考えています。この方式

を導入することで、１つは、共同調理場方式で

はなかなかそろえることができない地域でとれ

る農産物やレインボー野菜などの活用を図るこ

とができること、いわば地産地消を実践をする

ことができること、２つは、何よりも身近で給

食をつくっているところを見、においなどを感

じることで食育にもつながること、そして３つ

は、地域ごとに新たな雇用の場を創出すること

ができることなどにつながると私は考えます。

このシステムを具体的に研究し、計画的な導入

を図ることが現状の児童センターでの給食実施

につながる道と考えますが、どうでしょうか、

お考えを伺いたいと思います。 

 第２点目は、認定こども園での民間施設の事

業拡張についてです。 

 一般会計補正予算第５号に保育所整備費補助

金9,951万4,000円が計上をされています。これ

は定員140人の民間幼稚園にゼロ歳児６人、１

歳児６人、２歳児18人、合わせて定員30人の保

育所を設置し、認定こども園幼保連携型、定員

170人を整備するもので、新たに保育施設を併

設し、幼稚園部分の給食室などを活用するため、

幼稚園部分の大規模修繕として耐震工事などを

実施するというものです。総事業費は１億

3,579万8,000円で、県が２分の１補助6,634万

3,000円、長井市が４分の１補助で3,317万

1,000円、合計9,951万4,000円補助をすること

になっています。来年４月開園を目指すもので、

新たに保育士10人程度の雇用創出が図られるこ

とと、待機児童解消のため、この計画で30人拡

大することで対応するものとされています。私

は、言われている雇用確保や待機児童対策とい

う内容は歓迎をします。その上で次の２点につ

いて伺います。 

 １つは、幼保連携型とされる認定こども園の

スペースについての疑問です。厚生委員会協議

会での説明では、「既存の幼稚園に隣接する勤

労センターの境界に沿って、北側に新たに保育

所機能を整備するもので、園庭は特につぶれな

いで整備するスペースがある」ということでし

た。私は資料としていただいた平面図と現地を

見てまいりましたが、新たに保育室などを併設

すると思われる敷地にはジャングルジム、滑り

台、木馬、ＳＬの機関車やアスレチック風の遊

び場が設置をされており、これらの遊具はどう

なるのかということと、あいている園庭に移設

するにしても、ただでさえ狭い園庭がさらに狭

くなってしまうのではないかと感じてまいりま

した。率直に申し上げますが、現在の140人の
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幼稚園でも園庭は狭いと感じますし、その上、

２歳児18人が加われば危険ではないかとも感じ

ました。また、園児が遊ぶ遊戯室は幼稚園の

99.37平方メートルのみであり、140人の幼稚園

児と２歳の保育園児18名が遊ぶスペースとして

は十分とは言えないのではないかと感じたとこ

ろです。加えて、２階では学童保育も実施をす

るということでありました。 

 私は、保育園であっても幼稚園であっても、

設置をするには子供たちが伸び伸びと生活でき

るスペースの確保、子供たちが一堂に集まれる

スペースの確保、子供たちと父母が一緒になれ

るスペースの確保、子供たちが走り回り、遊べ

る園庭の確保などが大事な要素だと考えてきま

した。しかし、園児の定員はふえても、確かに

新たな保育室等は整備をされても総体の敷地面

積がふえるわけでもない状態では、これまでも

狭いと感じていたものがさらに狭くなるという

ことになります。私にはこの園庭を駆け回る園

児の姿を思い描くことはできません。この間の

説明では、県の担当者と民間幼稚園との間で調

整を図り計画書を策定をしたということですが、

私は170人定員の乳幼児の施設としてはふさわ

しいとは感じられません。設置基準などがあり、

その基準等に合致しているものと思いますが、

実際はどうなっているのでしょうか、子育て支

援課長に伺います。 

 子育て支援の充実が言われ、保育所の増加策

が都市部では喫緊の課題になっている中で、保

育所などの設置基準は緩和されようとする傾向

にあると感じていますが、私は地方の小さな都

市にあってはそれにふさわしい環境基準を求め

ていく必要があると思っています。国が定めた

基準は 低の数値であることをきちんととらえ

なければなりません。基準をクリアしているだ

けでない判断基準が必要と思います。長井市も

事業費の４分の１に当たる補助をするわけです

から、長井市の乳幼児の保育がきちんとできる

ような施設整備などを求めることが必要と思い

ますが、どうでしょうか。 

 全体的に狭いこと、敷地に占める建物の比率

が極めて高いこと、ゼロ歳児から就学前の児童

までの施設であり、学童保育も混在することな

どから、児童の安全対策、防止対策などの徹底

なども含めて検証し、判断する必要があると思

います。市長のお考えをお聞かせをいただきた

いと思います。 

 ２つは、幼稚園と保育園の併設となる認定こ

ども園の監督官庁はどこになるのか、子育て支

援課長に伺います。 

 現在は、幼稚園は文部科学省、保育園は厚生

労働省がそれぞれ所管する監督庁となっていま

すが、認定こども園はどちらが監督官庁として

所管することになるのでしょうか。あわせて、

県の段階ではどこが担当することになるのか、

市の場合はどうかについてもお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 第３点目は、伊佐沢児童センターの指定管理

者制度導入に関連をして伺います。 

 一般会計補正予算第５号に伊佐沢児童センタ

ー指定管理料に係る債務負担行為として、平成

24年度から28年度までの５年分１億3,422万

6,000円が提案をされています。説明では、長

井市保育計画により22年度からの致芳児童セン

ターに続いて、伊佐沢児童センターも社会福祉

協議会を指定管理者とするということでありま

した。 

 そこで、子育て支援課長に伺います。既に保

護者会には社会福祉協議会が指定管理者になる

などの説明をしているようです。多くの方は既

に決まったことと感じているようです。当局の

一方的な思い込みによる進め方には私は疑問を

感じますし、予断を持った進め方は慎むべきで

はないかと考えますがどうでしょうか、まず見

解を伺いたいと思います。 

 また、「伊佐沢児童センターは運営が厳しく、
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あえて手を挙げて取り組まれる事業者は少ない

と個人的には思っていた」と答弁をされていま

すが、そういうことだとすれば、当局がもくろ

んでいる社会福祉協議会であってもこれは同じ

思いなのではないでしょうか。経営や運営が厳

しい施設ということであるとするならば、そこ

は市が直営できちんと責任を持って運営をして

いくということこそ行政体としてのあるべき姿

ではないですか。そういう根本的な検討がどう

展開をされたかも含めて、この間の対応につい

て伺いたいと思います。 

 さて、指定管理料の約60％は人件費となって

いますが、そのうち正規職員は４名、臨時市職

員が２名、そして延長保育に伴うパート職員１

名と事務職担当が１名とされています。私はこ

の内容は納得できません。 

 この間、長井市の保育事業は大きく転換をし

てきました。市直営での保育展開から保育園の

外部への移管、そして児童センターの指定管理

者導入という流れになってきています。市で保

育士を全く採用しない状況を長年続け、各保育

現場では正規保育士よりも臨時保育士の割合が

多くなり、その改善策として市が保育士を採用

するのではなしに、社会福祉協議会に移管など

を行うことで社会福祉協議会が保育士を採用す

るという形態になってきたことはご案内のとお

りです。そして、不安定な臨時の保育士という

状況を解消するということも指摘をされてきた

と記憶をしています。しかし、現状はどうでし

ょうか。移管や指定管理者としている社会福祉

協議会でも臨時職員の割合が高くなっており、

指定管理料もそれを認めるような内容になって

いるのではないかと感じます。これではこの間

の答弁とは大きく乖離をする事態と言わなけれ

ばなりません。私は、保育に関する市の考え方

と実際に保育の現場で事業を展開している社会

福祉協議会との間にずれが生じているのではな

いかと感じます。 

 長井市は、将来を担う乳幼児や児童生徒など

の子育て支援を強化、充実させながら市民サー

ビスを向上させ、ひいては人口３万人復活や出

生率向上につなげたいと構想しているわけです

が、実際保育の現場を預かる社会福祉協議会と

しては、少子化による園児数の減少傾向という

現実を見れば、保育士の採用は控えざるを得な

いとする判断に立たざるを得ないのが実態では

ないかとも感じます。私は、こういった事態の

ままに今後も移管や指定管理を進めることはで

きないと考えます。考え方と方向性の整理を図

ることが今求められていると感じます。今後の

対処方法をお聞かせをいただきたいと思います。 

 第４点目は、はなぞの保育園と清水保育園の

合築について、市長に伺います。 

 一般会計補正予算第５号で土地の取得費

4,339万2,000円が計上されていますし、水道事

業会計補正予算では土地の売却代金を収入とし

て計上するとともに、704万5,000円の固定資産

売却経費が計上をされています。私は、この計

画についてはこれまでも再考を求めてまいりま

したが、受け入れてはいただけませんでした。

しかし、私は一連のこの計画はやっぱり納得で

きません。将来の長井市の保育施設のあり方か

らも理解できません。 

 ６月にも申し上げましたが、当該の土地は将

来の長井市の水道施設改修地として現状のまま

水道事業が保有したほうがよいと思われること、

保育園は無理に合築するのではなく、保育単価

など将来を見越した負担増とならないよう、そ

れぞれが適正規模の保育園として改築等を展開

をしていくこと、当面傷みが激しいはなぞの保

育園の改築を単独で進めること、そうすること

で、建設地の確保は容易に展開できることなど

の立場で検討するべきものと考えます。 

 国の公共事業などで指摘されていることの一

つに、国は一度決めたことは変更しない、それ

が何年前の計画であってもと言われてきました。
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長井市にはそんなことはないと私は考えたいし、

ぜひ再考していただきたいと思いますが、市長

の決断をお聞かせをいただきたいと思います。 

 質問の第２は、長井市災害対策基金の考え方

について伺います。 

 定例会に長井市災害対策基金条例の設定が提

案をされています。東日本大震災に伴い、災害

対策などとして市に寄せられた寄附金を基金と

して管理するというもので、590万円の寄附金

を見込み、基金積み立て503万9,000円が一般会

計補正予算に計上をされています。私は、基金

として管理をしようという提案は賛成ですが、

何点かについてお伺いをしたいと思います。 

 第１点目は、基金の処分については整理が必

要ではないかについて、総務課長に伺います。 

 基金の処分案として、１つは、自然災害及び

人為的災害により被害を受けた市民及び被害を

受け長井市に避難した他町村の住民への救援物

資の支給や救助に対する費用、２つは、長井市

の区域内における災害応急復旧に要する費用、

３つは、救援物資及び救助資機材の備蓄に要す

る費用、４つは、自主防災組織の資機材整備等

に要する費用などが考えられると触れられてい

ます。私は、これらの処分については整理をす

る必要があると思います。災害などに対する応

急や復旧あるいは救助などに関する費用につい

ては国が負担をするものであり、市町村はこれ

らの費用を求償することになるわけで、実際の

費用負担は生じないと考えられるのではないか

と思います。また、地域で自主防災組織をつく

る際には、県の総合交付金の対象となりますし、

救助資機材の備蓄などにあたってはコミュニテ

ィ助成事業の対象となることなどを考えれば、

必ずしもこの基金で対応しなくてもいいと考え

られるものがあり、処分の対象を明確に整理を

しながら進めるということが大事と考えますが、

総務課長の考えをお聞かせをいただきたいと思

います。 

 第２点目と３点目については一緒にして市長

に伺います。 

 私は、基金の処分については、整備をしてい

く課題を明確にした上で基金の必要額を設定し、

その上で計画的に運用していくことが必要と考

えます。例えば、この間の議会で市長答弁にあ

った防災ラジオ局の設置のための基金としてい

くことも大事なことと思います。あるいは、私

は、３．11大震災のとき長井市は一昼夜にわた

る停電を経験をしたわけですが、その中で、真

っ暗な中で地域内に１カ所でも明かりがともっ

ており、住民が集える場所があればどんなに心

強いことかと感じました。自主防災組織のある

なしにかかわらず、分館や自治館と言われる地

域の公民館に 低発電機を１機設置するための

基金を目指すということも大切なことと感じた

ところです。それぞれの整備に必要と思われる

額を設定し、年次計画での整備を基本として基

金造成と処分を展開していくことが必要と思い

ます。そして、そのためには寄附だけに頼るの

ではなく、一般会計からの計画的な基金への積

み立ても必要と考えますが、いかがでしょうか。 

 これらも含めて、具体化に向けた研究や検討

を早期に開始をする必要があると考えます。市

長の考え方をお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 以上で質問を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 髙橋孝夫議員のご質問にお答えいたします。

議員のほうから大きく２点、私からは６点ほど

答弁させていただきたいというふうに思います。 

 まず、 初の長井市の保育事業の展開につい

てでございますが、議員のほうからは児童セン

ターの運営について、園児バスの運行や職員の

勤務体制を見直すことで延長保育を導入しなく

てもよいのではないかというような質問に対し
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てのお答えでございますが、このたび市内５つ

の児童センターのうち１つの指定管理を行って

おります。致芳児童センターを除いた４つの部

分を延長保育ということでご提案させていただ

いているんですが、その背景にあるものを少し

申し上げたいというふうに思います。 

 それは、特に一昨年のリーマンショック以降、

市内の各企業にお勤めの、特に女性の方が多い

のだというふうに思いますが、なかなか厳しい

勤務形態になっており、女性として、あるいは

母親、保護者として配慮を企業側に十分求めに

くいような状況であるということをお伺いして

ます。そんなことから、どうしても夜、残業を

受けたりしなきゃいけないとか、あるいは朝早

く出勤しなきゃいけないというような部分が大

変多くなったと、また育休等々もとりにくいよ

うな状況であるというふうにお伺いしてます。

それが実態として待機児童の増加につながって

おります。 

 これは以前から子育て支援課長のほうも申し

上げてますが、予想外に保育園に入園するお子

さんがふえてると。児童センターの入園児が少

子化ということだけではなくて、例えば西根地

区なら西根地区の同年代のお子さんが30人とか

40人いる、かつてはそのうち割合としてはある

程度高い割合で児童センターに入園いただいて

たのが、残念ながら特に去年あたりから、こと

しは特にひどかったと思いますが、入園される

お子さんの比率が低くなってると、その実態と

してどうなのかということでアンケート調査を

したわけです。 

 もう少し整理してお話ししますと、結局児童

センターでは遅くまで預かっていただけません

ので、たとえ祖父母の方に預かっていただける

としても、やはりなかなか無理はお願いできな

いと、そうしますとどうしても母親あるいは父

親に無理がかかってしまうと、ですから児童セ

ンターではなくて保育園に預けたい。あるいは、

３歳児未満も保育園は預かっていだけるわけで

すから、児童センターでは残念ながら基本的に

は２歳児は預かれませんので、ですからそうい

ったところで保育園に流れると、そうしますと

保育園のほうは定員がいっぱいになってしまう。

すなわち、生まれてすぐ赤ちゃんを預けて働か

ざるを得ないという厳しい実態がありまして、

それが待機児童につながってくるということで

あります。 

 ですから、児童センターの利用者の方、保護

者の方の利便性を図るということは一つあるん

ですが、それだけではなくて、回り回って長井

市全体の保育が非常に偏った形になっているの

で、児童センターについては保育に欠ける、保

育に欠けない、両方のお子さんを預かれるわけ

ですから、そこの部分でできるだけ児童センタ

ーで保護者の皆さんの要望に応えられるような

努力をしていかなきゃいけないと、そんな実態

があるというふうに思ってます。 

 前置きが長くなりましたけれども、そういっ

た意味で、今回すべての児童センターで延長保

育を実施するための設置条例の一部改正案を提

出させていただきました。 

 ただいま申し上げましたように、就労環境の

変化や核家族化が進む中で、出勤途中に登園さ

せる早朝、あるいは夕方５時ないし６時以降、

帰宅途中に迎えに来るまで保育を必要とするお

子さんがふえてきており、今まで保育時間が短

く利用できなかった児童も利用できるようにす

るためのもので、安心して働き、子を育てるこ

とができる環境を整えるためのものでございま

す。 

 議員からお話あります全員のお子さんを午後

４時半まで保育を行い帰宅させることにつきま

しては、それぞれの児童センターでは送迎に要

する時間が違っておりまして、豊田児童センタ

ーでは１時間半ほど要していることから、 終

のお子さんが夕方６時近くに帰宅となるため、
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厳しい状況になるんでないかなというふうに考

えられます。また、市内の保育園や幼稚園の園

児バスの運行を見ましても夕方４時ぐらいから

送っているということでございますので、ご家

族が家にいらっしゃるお子さんについては夕方

余り遅くならない時間帯に帰宅し、家族と触れ

合う時間を大切にしていただければと考えてる

ところでございます。 

 なお、今回の保育時間の見直しは、延長保育

を利用せざるを得ないお子さんに対応させてい

ただくもので、すべてのお子さんの保育時間の

延長ということではございません。 

 次に、２点目のいかにして給食の提供を実施

するか、また長井小と南北中を除く各小学校で

自校給食を行い、児童センターの給食も賄う方

式をとれないかというようなご提言でございま

す。 

 給食につきましては、保護者の要望が非常に

高いことから、安心して提供できる方法、仕組

みについて早急に検討しなければならないと考

えております。学校給食共同調理場につきまし

ては、学校給食衛生管理基準の充足を目的に平

成22年７月から８月にかけまして大規模改修工

事を行っておりますが、年々厳しくなる衛生管

理基準を充足しながら学校給食の安全な提供を

行ってる状況でございます。児童センターの給

食については、どのようにして安心して児童の

発達、発育に合わせた給食の提供をできるのか、

共同調理場の活用を含め、速やかに検討してい

く必要があると考えております。 

 また、議員からご提言ありました小学校の自

校、親子方式による児童センター等への給食提

供につきましては、大変理想的な方式だという

ふうに思えますし、いろんな条件が許せばこれ

が も望ましい形だと私も思いますが、現在各

小学校に厨房施設、設備がないことはご承知の

とおりだと思います。そうしますと、これ単な

る普通の厨房ということではなくて非常に厳し

い衛生管理基準を充足させる、保健所等の厳し

い指導も受けながら新たな設備工事をしなきゃ

いけないということ、現実的には非常に難しい

方式ではないだろうかというふうに思います。

また、各小学校のほうに調理師さんないし栄養

士さんもやっぱり配置しなきゃいけないという

ことから、現在のところはなかなか難しい状況

だと思います。 

 次、３点目でございますけれども、認定こど

も園での民間施設の事業拡張についての質問で

ございます。小都市にふさわしい環境基準が必

要なのではという、これもご提言、ご指導だと

思いますが、髙橋議員がおっしゃるように、十

分なスペースを確保し、子供たちが伸び伸びと

遊べる環境を整備するというのは、やはり大都

市ではできない非常に特徴的な、地方都市なら

ではのメリットだというふうに思います。です

から、そういう意味では、可能な限り私どもも

民間施設でもお願いしていく必要があるだろう

というふうに思っております。 

 議員もご承知のとおり、保育所の認可やこど

も園の認定は国が示している基準に基づきまし

て県が認定の基準を別に定め、県知事が行って

おります。今回の認定こども園の整備につきま

しては、設置者から新たな用地等の確保に向け

取り組みいただいたが実現できなかったという

経過がありまして、非常に残念だというふうに

思っております。 

 保育園や認定こども園の整備については、県

と調整を図りながら今後とも進めてまいります

が、今回の計画は十分な基準を満たしているよ

うでございます。今後より充実した保育環境の

整備が図れるよう県の指導をお願いするととも

に、市におきましても設置者に対し積極的に働

きかけをしていく努力をしていきたいと思って

おります。 

 ４点目でございます。伊佐沢児童センターの

指定管理者制度の導入に関連して、今後の運営
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形態をどう構想しているのかということでござ

いますが、伊佐沢児童センターについては、髙

橋議員もご承知のとおり、平成18年度に策定し

集中改革プランでは廃止というような状況でご

ざいましたが、それを決めたことを、私が決め

たわけではないんですが、それを私は地元の保

護者の皆さん、あるいは地域の皆さんからもご

意見いただいて残したわけです。 

 その中で、確かに市の保育士さんは17年、18

年ぐらい採用してませんので、そういった意味

では、年々退職されていきますので少なくなり

ます。しかし、先ほどから申し上げてますよう

に、保育環境、社会環境が大幅に変わってると。

ですから、しっかりとした国のいち早いそうい

う保育事業の形を、方針を法律も含めてしっか

りと打ち出していただかないと、行政側として

も今後少子化の中で、保育士で雇用して途中で

解雇はできないわけですから、また延長保育と

か、あるいはさまざまな要望に公務員としてこ

たえられる部分というのは残念ながら限定され

てるというところもありますので、やはりここ

は臨機応変に対応していただける民間にお願い

したいということで指定管理者をお願いをした

わけです。 

 ただし、私も社会福祉協議会に関してはもう

少し正規職員で対応していただきたいと、これ

だったら市の職員と、あと臨時職員で対応して

るときとあんまり変らないんじゃないかという

ような部分で少しお願いもしてまいりました。

ただ、指定管理者というのは、今回も３年から

あるいは５年でございます。受ける側からすれ

ば、一たん正職員として採用した職員が指定管

理者を受けられなかったからということで解雇

せざるを得なくなると思うんですね。ですから、

そういった意味で言えば、保育園あるいは児童

センターの指定管理者制度というのは、これは

競争で指定管理者のほうも決めていかなければ

ならないんでしょうけれども、どうしてもそう

いった特殊事情があることも私は事実だと思っ

ております。今まで、社会福祉協議会について

は、はなぞの保育園と清水保育園の統合した際

に一斉採用を行った経過もあるというふうに聞

いておりますが、今後新たな職員の採用は慎重

にならざるを得なかった経過もあったというふ

うに聞いております。 

 市から移管した保育園や指定管理者制度を導

入した各児童センターについては、引き続き保

育内容の充実と質の向上を図るため、適正な正

職員の配置をお願いしておりますし、昨年度の

致芳児童センターの指定管理者制度導入の際も

保育士の職員採用をお願いしております。結果

として昨年２名の保育士を採用されております

し、今年度も採用を予定してるということでご

ざいます。今後の指定管理者制度の導入計画も

踏まえ、計画的な職員採用を進めていただけれ

ばと考えております。地域の若者が定着し、安

定して働ける場を確保するためにも、積極的に

指定管理者を受けていただくところには正職員

の採用を行っていただくよう、今後とも要望し

たいと考えております。 

 １番目の質問の 後でございますが、５点目

のはなぞの保育園と清水保育園の合築について

でございます。計画の再考ということでござい

ますが、これは何年前の計画であっても一度決

めたことは変更しないという国の姿勢と同じと

いう大変厳しいご指摘でございますが、もちろ

ん整合性がなければ、私は当然計画変更もある

と考えています。しかし、十分な議論と検討を

重ねた上での保育計画に基づいておりまして、

良の選択と考えております。 

 合築計画は、将来の児童数の減少を見据え、

効率的にゼロ歳児から５歳児までの一貫保育を

行うためのものであります。かつては、はなぞ

の保育園は幼児、そして清水のほうは３歳児以

上というようなすみ分けがあったようですが、

そうしますと同じ兄弟でもはなぞのと清水に分



 

―９８― 

＋ 

＋

＋

＋

けて預けなきゃいけなかったということもあり

まして一緒にするということになったわけでご

ざいますし、はなぞの保育園の傷みが激しいこ

とから計画年度を繰り上げて進めております。 

 また、６月定例会で整備に対する助成の承認

をいただきまして、社会福祉協議会の理事会で

も本計画が満場一致で承認され、清水町に整備

する実施計画もでき上がっているところでござ

います。このことから、市から社会福祉協議会

に対して計画等の変更をお願いすることは考え

ていないところでございます。 

 後に、長井市災害対策基金の考え方につい

て、私のほうからは、整備する問題を明確にし

て運用することが必要と思うがどうかというこ

とでございますが、これは髙橋議員のほうから

ご指摘あるいはいろいろご提案いただいたとお

りだと思っております。 

 市のほうでは、これも一昨年から危機管理室

を設けながら、そして昨年、23年度に防災計画

の全面的な見直しをしていこうということで準

備をしてきました。そのさなかに３月に大震災

があったということで、当然それらのいろいろ

な実際の問題が、やっぱり停電の問題であった

り、あるいは情報を市民にきちんと伝えること

ができなかったという反省などもありますので、

それらについて十分検討を重ねた上で来年度の

さまざまな予算、事業にこの基金も生かせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 やはりこの基金の浄財は市民の皆様から、あ

るいは企業からの寄附でございます。大変な苦

労してためていただいたお金を寄附いただいた

わけですので、大切に使わなきゃいけないとい

うことで、まずは基金として積み立てさせてい

ただきながら、これから防災計画と今回の震災

の反省も踏まえまして、ぜひ来年度からさまざ

まな事業を進めていく中でこの基金を使わせて

いただきたいと思いますし、もちろんこの基金

に対して一般会計のほうから繰り入れも行って

いくかどうか、そういったところも含めて検討

してまいりたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○蒲生光男議長 種村正一子育て支援課長。 

 ここで、当局の皆さんに申し上げますが、残

り時間を勘案しながら、答弁は簡潔にひとつお

願いいたします。 

○種村正一子育て支援課長 髙橋孝夫議員のご質

問にお答えいたします。 

 一番初めの条例改正案の提案経過につきまし

ては、市長から説明ありましたので割愛をさせ

ていただきます。 

 １番目の児童センターに延長保育を導入する

ことについての園児バスの運行についてどのよ

うに対処しようとしているか、父母の会との話

し合いはどのようになってるかについてお答え

をいたします。 

 延長保育を実施することにより、今まで仕事

の都合で送迎できなかったお子さんの入所がふ

えると見込んでおりますけども、園児バスを利

用する児童については、既に延長保育を実施し

ている致芳児童センターの例を参考にいたしま

しても、大幅な減少はないと見込んでおります。

しかし、就園前の児童数の減少により、児童セ

ンターの入所児童数も減少してくることが予測

され、今後園児バスの運行を維持するのが非常

に大変になってくると考えております。できれ

ばそれぞれの児童について保護者に送迎をお願

いし、送迎できないお子さんについて園児バス

で送迎を行い、バスの集約化と保護者の負担軽

減を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 ことし５月に各児童センターの保護者会の役

員にお話をさせていただいたり、保護者会の総

会や児童センター運営委員会の開催時にもお話

をさせていただきましたが、「施設ごとの運行

時間が長く、１台のバスを複数の児童センター

で利用するのは非常に厳しい」とのご意見をい
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ただいております。 

 また、バスを利用する子供たちの安全確保の

ためにも、バスの更新を強く要望いただいてお

ります。来年度の入所募集を10月から11月まで

行う予定ですが、園児バスの利用動向を伺いな

がら、締め切り後早急に保護者会と話し合いを

持って、園児バスの更新あるいは今後のあり方

について決定していきたいというふうに考えて

ます。 

 ２点目の学童クラブと延長保育児童が混在す

る時間帯の部屋の確保や事故等の回避について

でございますが、児童センターで開催してる学

童クラブにつきましては１部屋を学童クラブ専

用の部屋として確保しており、下校時には学童

クラブの部屋で宿題を行い、夕方４時ごろから

おやつを食べ、児童センターの園児がバスで帰

った後遊戯室で遊んでおります。また、バスに

乗らなかった児童センターの園児につきまして

は、居残りの部屋で保育士がつき、保護者が迎

えに来るまで過ごしており、児童センターの中

でうまくすみ分けがなされており、保育士や学

童指導員のもとで行動し、事故が起こらないよ

う細心の注意を払っております。延長保育が実

施されても基本的には変わらない対応になると

考えております。 

 延長保育を実施するに当たっての職員数と勤

務体制についてでございますが、職員体制につ

いてはそれぞれの施設から保育士が集まり検討

を進めております。現在の案としては、延長保

育に対応するため朝７時半から出勤する早番１

名、夕方７時15分まで勤務する遅番１名とし、

ほかに延長保育時間に対応する保育補助のパー

ト職員１名を雇用し、２名体制で対応したいと

考えております。 

 質問がございました関連する部門との調整に

つきましては、職員の勤務形態、労働条件の変

更にかかわることから、担当の総務課と相談し

ながら職員労働組合と協議、調整を図ってまい

りたいと考えています。 

 ４点目の児童センターの現状について申し上

げます。１つ目の園児バスについては、避難児

童を除く69名の在園児のうち、延長保育児童12

名以外すべて園児バスを利用しておりまして、

57名の利用者で、利用率83％となっております。 

 ２つ目の学童クラブの混在については、園児

バスが出た後、居残り園児と学童の児童が夕方

５時ぐらいまで一緒に遊戯室あるいは園庭で遊

んでおりますが、小学生の学童の子が園児の面

倒をよく見ていらっしゃるというようなことで、

小学生が小さいお子さんに対して危険回避につ

いて自然と学び、遊んでおり、今まで事故の発

生はないというようなことでございます。 

 ３つ目の職員体制については、長井市の案と

ほぼ同様の体制で実施しております。 

 ５番目の児童センターにおける開館時間と保

育時間の考え方につきましては、児童センター

の設置条例施行規則を見ますと、開館時間は児

童厚生施設としての開館時間ですが、保育を受

託してるというようなことがございまして、開

館時間内の保育時間に合わせた使用料を規定し

ていると考えております。 

 ６番目の児童センターという形態のまま給食

を実施することと、保育園として実施する場合

の国や県の支援などの違いについてでございま

す。保育所における給食の提供につきましては、

児童福祉施設 低基準において室内で調理する

方法により行わなければならないと規定されて

ます。ただし、昨年の６月に衛生面、栄養面の

内容が確保される場合は、公立、私立を問わず、

３歳以上の児童に限り外部搬入が認められたと

ころです。また、３歳未満の児童に提供する場

合は、公立保育所に限り、構造改革特別区域に

おける公立保育所における給食の外部搬入方式

の容認事業について申請し、認定を受けること

により可能となっております。しかし、児童セ

ンターにおける保育児童への給食の提供につき
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ましては規制がなく、県内の多くの自治体で給

食を提供してると考えております。 

 なお、現在児童センターにおける給食の提供

については、手続や支援策について県に照会を

しているところです。 

 次に、２番目の認定こども園の民間施設の事

業拡張について、認定こども園の基準について

ご説明申し上げます。 

 今回整備される認定こども園につきましては、

既存の幼稚園部分に保育園機能を追加し、幼保

連携型の認定こども園を整備するものです。施

設基準については、山形県が就学前の子供に関

する教育、保育の総合的な提供の推進に関する

法律に基づき、認定こども園の認定に必要な基

準を条例で定めております。具体的な内容はち

ょっと割愛をさせていただきますが、今回整備

される長井めぐみ認定こども園につきましては、

乳児室６名の基準、19.8平米に対しまして

58.16平米、１歳児の保育園児用の保育室６名

の基準、19.8平米に対し27.09平米、２歳児用

の保育室12名に対して23.76平米に対し38.47平

米であり、基準は十分満たしております。また、

屋外遊戯場につきましても基準の倍近い十分な

スペースを確保しております。 

 続きまして、認定こども園の監督庁について

でございますが、今回整備する長井めぐみ認定

こども園につきましては、認可の幼稚園機能と

認可の保育園機能をあわせ持った幼保連携型の

認定こども園です。幼稚園の機能につきまして

は、議員がおっしゃるように文部科学省、保育

所につきましては厚生労働省というようなこと

になってます。ただ、認定こども園の普及推進

を図るため、国においては文部科学省、厚生労

働省……。 

○蒲生光男議長 簡潔にお願いします、簡潔に。 

○種村正一子育て支援課長 認定こども園にはそ

れぞれ文部科学省と厚生労働省が所管しており

ます。長井市におきましても、教育委員会と子

育て支援課でそれぞれ幼稚園と保育園の部分を

担当しています。 

 続きまして、３番目の児童センターの指定管

理についてでございますが、こちらにつきまし

ては市長のほうから経過説明がございましたの

で、保護者との説明においての部分について説

明をさせていただきます。 

 伊佐沢児童センターの指定管理制度の導入に

ついて７月26日説明会を開催いたしましたが、

現在、社会福祉協議会から２名の保育士の派遣

をいただき、検証を行っております。保護者の

方から社会福祉協議会に指定管理になってほし

いとの要望をいただき、指定管理者の指定に関

する手続の説明を行った際、誤解を与えてしま

ったのではないかということで反省をしており

ます。 

 議員がおっしゃるように、指定管理者の導入

に当たっては、施設の性格なども加味しながら、

基本と原則に基づき進めていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○蒲生光男議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 災害応急対策に関しまして

は、例えば被害情報の把握あるいは避難所運営

などにあたり、移動無線機、これを各地区公民

館で整備するようなこと、例えばでございます

が、そういうようなことなども考えられると思

います。それから、災害救助法の適用基準に満

たないような場合の経費の支出などもございま

すので、１番目のところはご理解いただきたい

と思います。 

 それから、２番目の自主防災組織でございま

すが、助成を行っていくという方針が決定され

れば、補助要綱等でご心配の向きのないように

取り扱いしてまいりたいというふうに思います。 

○蒲生光男議長 13番、髙橋孝夫議員。 

○１３番 髙橋孝夫議員 ちょっと時間がない中

で申しわけありませんでした。 

 私、今回、延長保育のことについてはバスと
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うまく協合するにはやっぱりこの方法しかない

のでないかなというふうに申し上げているんで

す。バスが１時間半かかるからだめだみたいな

答弁でしたけれども、私そうでないと思うんで

すね。もう少しこれを掘り下げてやっていくほ

うが、私はこれからのためにもいいというふう

に思ってます。何かの機会でまたやらせていた

だきますが、ぜひそういった意味でご理解をい

ただければというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。終わります。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位７番、議席番号８番、

大道寺 信議員。 

  （８番大道寺 信議員登壇） 

○８番 大道寺 信議員 おはようございます。

本定例会に当たり、通告してあります２点につ

いて質問をいたします。 

 まず、台風12号により被災されました皆様に

心からお見舞いを申し上げます。死者、行方不

明者が100人を超えるという平成に入って 悪

の台風被害となり、自然災害の恐ろしさをまた

思い知らされたと思います。 

 また、東日本大震災からもうすぐ６カ月がた

とうとしていますが、本格的な復興までにはほ

ど遠い状況にあります。懸命に被災地で頑張っ

ている方々の気持ちを思うと、一日も早い復興

を祈るばかりです。特に原発事故に伴って数々

の問題が生じており、今後、被災者の生活や子

供たちの健康、食品に与える影響など、解決し

なければならない課題が多い中で、その終息の

めどが見えないことは大きな問題であると考え

ます。 

 また、 近の超円高による経済への影響が懸

念されており、このまま円高が半年間続くと製

造業の大手企業は半数近くが海外に出ていくと

の経済産業省の調査結果が出ていることなどか

ら、早急な円高対策が求められています。こう

した中で、菅政権から野田新政権へと交代しま

したが、これまでの反省を生かし、震災復興、

原発事故への対応、円高対策をはじめとする経

済対策などに対し、実効ある政策のスピーディ

ーな対応を期待するところであります。 

 こうした状況の中で、長井市の経済雇用状況

も依然として厳しい実態にあることは言うまで

もないと思いますが、今後これにどう対応して

いくかとの視点で、まず大きな第１点目の経済

雇用動向と今後の対応について質問をいたしま

す。 

 第１点目は、震災と円高等による市内経済へ

の影響はについてであります。６月定例会では、

震災直後の市内経済雇用への影響と今後の対応

策について質問いたしましたが、商工振興課長

からは、「震災によって も影響を受けたのは

飲食サービス業であり、今後も依然として厳し

い状況にあるのではないか。また、製造業はマ

イナス要素も見られる一方、増産あるいは設備

投資などのプラスの状況があり、全体的には横

ばい、もしくは緩やかな回復傾向をたどるもの

と考えている。今後の動向は、夏場の電力需要

がどうなるか、それから観光等の事業がどの程

度まで回復するか、それからもう一つは、世界

的な流れの中で円高ぎみの為替レートの動き、

それからもう一つは、原油価格等の今後の見込

み、そういったものがあって一概に言えず、厳

しい不確実な状況が続くのではないか」との答

弁を受けたところであります。 

 ６月からはまだ日にちはたっておりませんの

で大きな変化はないのかもしれませんが、この

ところの超円高の影響は、当市の主要産業であ

る製造業に今後大きな影響を受けることが懸念

されることもありますので、どのように見てお

られるのかについて市長の見解をお聞きいたし 


